
銀行・ゆうちょの「代理人カード」は、便利で危険 

電話１本で、希望する時間に出来立ての食事

を自宅まで運んでくれる米国生まれのウーバ

ーイーツ（UE）。歩道や車道を猛スピードで走

り抜ける UE の自転車にヒヤリとしたことはあ

りませんか。 
 

配達 1回分の収入は、お店から 250 円＋注文

者から 105 円＋60 円/Km＝基本料金です。その

基本料金の 10％が UE 社の利益として差し引か

れます。忙しい時間帯などの加算もあります。 
 

配達員は、企業から雇われるアルバイトでは

なく、請負の個人事業主なので税金の申告も自

分でしなければなりません。もちろん社会保険

もありません。 

 知恵を出して事業を起こし莫大な利益を上

げる経営者と、自宅でごちそうを待つ利用者。

その一方で収入を得るために街中を駆け回る

配達員。 

7 月 26 日の夜には赤信号を渡っていた 40代

の配達員がタクシーにはねられ死亡しました。 
 

“カースト（世襲の階級制度）の影響が今も

残るインドでは、カーストの高い労働者に出来

立ての弁当を運ぶ仕事を、カーストの低い人が

して自らの家族を養う”こんなテレビを数十年

前に見て、根強く残る封建制に憤慨したことが

ありました。 

ところが今、同じようなことが世界中で広が

っていることに複雑な思いを抱きます。 

CW福 
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広島への転居  ケースワーカー「勉強になりました」 
敷金等が支給される。②どこに住むかは国民

の権利。③広島までの本人の旅費も普通列車

がない中で新幹線の旅費を支給することが

できると伝えました。CWは「そうなんですか

勉強になりました」と答えました。 
 

先月号でも CW が「勉強になりました」との

記事を掲載しましたが、3 年ごとの配転で専

門家でない CW が“勉強”したらまた別の部署

に配転される。こんな人事制度は市民にも職

員にも良くありません。見直すべきです。 
 

その後、広島生健会が引っ越しの段取りを

支援し、7 月に無事広島へ引っ越すことがで

きました。 

    食事を運ぶ「ウーバーイーツ（Uber Eats）」に複雑な思い 

条件や、手続きは金融機関によって異なりま

すが、基本的には口座を持っている本人が金

融機関の窓口で申し込みをします。 
 

ゆうちょ銀行の場合は、免許証、通帳、印

鑑で手続きができ、代理人カードの名義人の

確認は必要ありません。また、親族でないと

代理人なれないという制限もありません。 
 

◆便利ですがご注意を 
ただし、使い道をめぐって親族で争いにな

るケースもあるようです。代理人カードは入

出金の手続きを本人に代わってできるにす

ぎず、お金を使える権限を得たわけではあり

ませんのでご注意を。 

生活保護費は、2013年～3 年連続、2018 年～3年間連続で

引き下げられました。そのうち、2013 年からの保護費引下げ

の取消しを求める裁判である「生存権裁判」の福岡訴訟不当

判決の学習会がオンラインで開催され小倉生健会も参加しま

した。 
 

学習会では弁護団団長の高木健康弁護士と、星野圭弁護士

が講師を務めました。 

大阪の勝利判決では「保護費引下げが、被保護者の健康で

文化的な生活水準を維持するに足りるものであるか否かとい

う視点」で検討されているが、福岡判決は「厚労大臣の裁量」

で引下げを認める不当判決を出した等の話がありました。 

広島の生健会から小倉生健会に「小倉南区

で生活保護を利用している 70 歳の方の広島

への転居を支援してほしい」との依頼があり

ました。 
 

入居している寮が取り壊しになり退去しろ

と言われている。弟がいる広島に引っ越した

いと希望しているが、保護課が「小倉南区で

なければだめだと言っている。北九州市は対

応がひどいですね」とのことでした。 

すぐに寮を訪ねましたが、生健会と保護課

の区別がつかない状況の方でした。 
 

保護課のケースワーカー（CW）に寮から電

話をし、①寮を出される場合は引っ越し代や 

高齢になり自分で金融機関の窓口に行け

なくなった時など、本人に代わって入出金の

手続きができる「代理人カード」制度が便利

です。 
 

口座を持っている人が事前に代理人を指

名することで、自分が銀行窓口や ATM での

手続きができなくなった時でも、本人に代わ

る代理人が入出金をすることができるよう

になります。カード発行には手数料がかかる

場合があります。クレジット機能はつきませ

ん。 
 

離れて暮らす家族の場合などにも振込手

数料が不要になり便利です。代理人になれる 

生活保護申請時の「扶養照

会申し出書」を作りました 
 

“裏面”の資料は、生活保護

を申請する時のために、写真

のように折りたたんで手元に

置いてください。 
 

実物は A３の用紙に印刷し

ています。必要な方は小倉生

健会に声をかけてください。 

生存権裁判 福岡判決の学習会 
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